
○豊浦町高齢者虐待防止事業実施要綱

平成27年10月14日

訓令第30号

(目的)

第1条　この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法

律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者虐待の防止及び早期対応を図ることにより、

高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条　事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1)　高齢者虐待に関する知識等の普及啓発

(2)　高齢者虐待に関する相談

(3)　養護者による在宅高齢者への虐待に対する対応

(4)　養介護施設従事者等による虐待に対する対応

(5)　前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待の防止及び支援等について必要な事項

(相談窓口)

第3条　高齢者虐待防止及び養護者支援に係る相談、指導及び助言、並びに養護者又は養介護施設従

事者等による高齢者虐待に係る通報又は届出の窓口は、地域包括支援センター又は保険福祉係と

する。

2　高齢者虐待に関する相談や通報等を受けた職員は、虐待の状況や高齢者・養護者等の状況、通報

者の情報を詳細に記録する。

(平30訓令32・一部改正)

(緊急性の判断)

第4条　町長は、前条第1項による通報又は届出がなされたときは、次項に規定するコアメンバー

に、高齢者虐待リスクアセスメント・シート(様式第1号)に基づいて虐待発生原因や背景要因につ

いて情報収集とその分析(以下「リスクアセスメント」という。)を実施させ、生命又は身体に重

大な危険が生じる恐れがある状況かどうかを直ちに判断するものとする。

2　前項のコアメンバーは、次に掲げる者で構成する。

(1)　総合保健福祉施設事務長

(2)　総合保健福祉施設事務次長

(3)　保険福祉係の職員

(4)　地域包括支援センターの職員

(5)　前各号に掲げる者の他、町長が必要と認める者

3　町長は、第1項のリスクアセスメントにより高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているお

それがあると認めるときは、法第11条の規定による地域包括支援センターの職員その他高齢者福

祉に関する事務に従事する職員に、被虐待高齢者宅への立ち入り調査をさせるなど、状況の把握

に努めるものとする。

4　前項の規定による立ち入り調査等を行う場合においては、当該職員は、町長が発行する証票(様

式第2号)を携帯するものとする。

5　町長は、第3項の規定による立入調査等を行う場合においては、必要に応じて高齢者虐待事案に

係る援助依頼書(様式第3号)により、警察に援助依頼を行うものとする。

6　町長は、第3項の規定による立入調査等を行った際に、高齢者の心身状態、養護者の態度、室内

の様子等を総合的に判断して、高齢者の生命又は身体に係る危険が大きく、緊急保護が必要と判

断された場合は、高齢者の状態等に応じて、緊急入院、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による

措置等の対応を行うものとする。

(平30訓令32・一部改正)

(虐待防止等対策地域連絡協議会)

第5条　前条の規定により、緊急性の判断をした結果、緊急に生命又は身体に重大な危険が生じる恐

れがないが、虐待が疑われるような事例については、豊浦町虐待防止等対策地域連絡協議会設置

要綱(平成20年10月14日訓令第30号)に定めるところにより取り扱うものとする。

(平30訓令4・一部改正)



(養介護施設における高齢者虐待)

第6条　町長は、法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届け出

を受けた時は、当該施設の協力を得て高齢者虐待に関する事実を調査し、確認調書(様式第4号)を

作成する。

2　町長は、前項に規定する調査を実施し高齢者虐待の事実が確認された場合には、老人福祉法又は

介護保険法の規定による権限を適切に行使するとともに、養介護施設従事者等による高齢者虐待

について(報告)(様式第5号)により、道に対して報告を行うものとする。ただし、前項に基づき行

われる調査等に対し、養介護施設等からの協力が得られないなど、特別な事情がある場合は、そ

の都度、道に対して報告を行う。

(守秘義務)

第7条　当該通報又は届出を受けた職員等は、業務又は会議において知り得た情報については、他に

漏らしてはならない。

(平30訓令32・一部改正)

(その他)

第8条　この訓令に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は別に定める。

附　則

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

附　則(平成30年2月26日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附　則(平成30年5月21日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附　則(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。



様式第1号(第4条関係)
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様式第4号(第6条関係)
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様式第5号(第6条関係)
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